
井川義務教育学校ってどんな学校？(第４回) 
 

 

 

 

 

Ｑ ６年生までが服装や頭髪が自由なことについて、７年生以上は不満を持ちませんか。 

Ａ きまりの意味について理解するよう、７年生以上に十分指導するとともに、前期・後期の違いについて互いに尊重す

ることを全校に指導してまいります。 

 

Ｑ ５，６年生は中学校のカバンや内履きを使ってもいいのはなぜですか。 

Ａ ランドセルが壊れた場合など、それを修理せずとも７年生以上が使うカバンをいち早く使用することで経済的負担の

軽減を図るためです。内履きも同様で、７年生になっても続けて使用できるように措置しました。 

 

Ｑ 名札や体育着はどのようなものになるのですか。現在使用しているものは使えないのですか。 

Ａ 体育着と名札は、新しい校章などが入るため一新することとしました。デザイン等について決定ししだい、みなさん

にお知らせします。なお、体育着については新１年生が全員新しい体育着にするほか、２年生以上は現在使用している

ものでも可とします。 

 ４回目は学校のきまりについてです。義務教育学校は基本的には前期(１年生～６年生)と後期(７年生～９年生)のふ

たつから成り立っています。したがって、生活のきまりや服装、身だしなみなどについては、これまでの小学校のきま

りと中学校のきまりを併用することとしています。また、登下校や自転車通学についても同様です。 

中学校服装頭髪持ち物規定

いかわ義務教育学校のきまり

４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年

生活、服装、頭髪のきまり

３年２年１年

カバン、内ばき

カバン、内履きは指定のものランドセル・内履きは自由

中学指定使用可

自転車利用のきまり
自宅
周辺

自宅
町内

井川町内 自由・通学利用可

名札・体育着

全校共通(学校が指定したもの)

１年用 ※名札のみ

登下校

集団徒歩登下校･遠隔地は通学バス利用 個人登校・自転車利用可

小学校のきまり


